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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　  （東京地判：Ｒ5.11.6）

　売主 Y（被告・個人）は、自宅（敷地 72.36 ㎡）を売却する
に先立ち、令和元年 5 月頃、建物解体工事を実施したとこ
ろ、地中よりガラが発見されたため、これを撤去し、消失
した分の土を新たに入れて土地の整形を行った。なお、こ
の解体工事においては、既存の塀は残置する方針としてお
り、塀の倒壊を防ぐため塀付近は掘削しなかった。
　Y は、本物件の物件状況等報告書の作成にあたって、建
物解体時にガラが発見されて土を入れ替えた旨を特記事項
に記載したうえで、「地中埋設物を発見していない」、「越境
がない」旨をそれぞれ記載した。
　買主 X（原告・個人）は、令和 2 年 9 月 18 日、契約不適
合責任期間を引渡完了日から 3 ヶ月とする特約をつけて、
本件土地を自宅建設目的で Y と売買契約を締結し、同年
12 月 18 日に引渡しを受けた。
　本件土地の引渡し後、令和 3 年 3 月頃、X が自宅建築工
事に着手したところ、本件土地の北側境界付近にある塀に
沿って地中 50cm 程度の深さから、使用されていない排水
管パイプ（直径 40cm、長さ 690cm 程度）が発見された。ま 
た、本件塀の地中基礎部分が隣地に越境していることが判
明した。しかし、建物建築に支障がなかったため工事は続
行され、7 月に建物が完成し、X は入居した。
　令和 4 年 1 月、X は本件パイプの撤去工事を行い、工
事費用として 57 万円を支出した。
　X は、本件土地の品質として、地中埋設物が存在しない
こと及び隣地への越境がないことが本件売買契約の内容と
して Y との間で合意されていたと主張して、Y に対して、
契約不適合責任に基づき、支出した工事費用や慰謝料等
102万円余の損害賠償請求訴訟を簡易裁判所（原審）に提起
した。
　原審は、X の請求を契約不適合責任に基づく損害賠償請
求であると整理したうえで、仮に契約不適合責任があると
しても、X による通知は、売買契約上定められている 3 か
月以内にYに契約不適合がある旨を通知したとは認められ
ないと事実認定し、同請求を棄却した。
　X はこれを不服とし、①売主の悪意により契約不適合免
責特約は適用されない、②説明義務違反による不法行為ま
たは債務不履行があると主張して控訴した。

　控訴審においても裁判所は、次のように判示して、X の
請求を棄却した。

　（本件パイプ埋設及び本件基礎の越境があったことが本
件契約の契約不適合に当たるか）
　地中埋設物がない旨の説明は売主である Y の認識を示
したにとどまり、建物撤去工事に際してガラを撤去した旨
の説明も、あくまで建物撤去工事の際に掘削した範囲にと
どまるものであり、本件土地全体について地中埋設物がな
いことまで確認したことを説明したものではないから、本
件土地全体におよそ地中埋設物が存在しないことが本件契
約の内容であったということはできない。
　また、本件パイプが本件土地の北側境界付近の本件塀
に沿って埋設されていたことからすれば、建物解体工事に
際し、本件パイプの埋設箇所が当然に掘削されるべきであ
ったということはできないし、本件パイプが本件契約前に
解体された建物に接続していたことを認めるべき証拠もな
いことからすれば、本件パイプが建物解体工事の際に当然
に発見されて撤去されるべきであったともいえない。
　そして、本件パイプの埋設が判明した後も自宅建築工事
は進行して完成に至っており、本件パイプの埋設が自宅建
築に大きな支障となったものとは認められない。
　以上に照らせば、本件パイプが、本件土地上に建物を建
築するのに支障となる埋設物であったと認めることはでき
ず、本件土地の品質に関する契約不適合があったとはいえ
ない。
　次に、本件基礎の越境の範囲も、本件土地と隣地との境
界付近に限局されていたことがうかがわれ、現に越境によ
って具体的な支障が生じている事実が認められないことか
らしても、本件基礎の越境をもって本件契約に契約不適合
があったということはできない。
　（Y に説明義務違反が認められるか）
　X は、本件塀付近を掘削していないのであれば、Y には
その旨説明すべき義務があるのに、建物解体時に地中より
ガラを撤去した旨説明し、本件土地全体を掘削したかのよ
うな説明をしたのは、説明義務違反に当たると主張する。
しかしながら、建物解体時に地中よりガラを撤去した旨の
説明は、あくまでも建物解体に際して掘削した際の対応を
説明したにすぎず、本件土地全体について掘削し地中埋設
物を撤去した旨を説明したものではないことから、Y に説
明義務違反は認められない。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

敷地境界沿いの地中埋設物が契約不適合に該当するとした 
買主の主張が棄却された事例

判 決 の 要 旨
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賃借人が退去時に清掃費用を負担する特約は有効だが、更新料支払い
義務はないとして、賃借人の敷金返還請求が一部認められた事例

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　　 （東京地判：Ｒ4.10.19）

　令和元年 9 月、X（原告・賃借人・個人）は、都内の分譲
マンションの 1 室（本物件）について、Y（被告・賃貸人・個 
人）との間で、概要以下の内容の賃貸借契約（本契約）を締結
し、X は本物件の引渡しを受けた。
　【契約概要】
期間：令和元年 9 月 14 日 ~ 令和 3 年 9 月 13 日
賃料・管理費：月額計 18 万 5000 円
敷金：17 万 3000 円
特約：
①：更新料は新賃料の 1 ヶ月分とし、法定更新・合意更新
を問わず賃借人は賃貸人へ支払う。（本件更新料特約）
②：退去時に賃貸人が指定する専門業者による室内清掃費
用（4万8600円）とエアコン清掃費用（退去時実費精算）を賃
借人は負担する。（本件清掃費特約）
16 条：賃借人は、契約期間中に本契約を解約する場合、解
約日から 1 か月前（予告期間）までに賃貸人に書面にて申し
入れる。解約の申入れが予告期間に満たない場合、乙は 1
か月分の賃料及び管理費を空室損料（違約金）として、賃貸
人に支払う。なお、賃借人は当該空室損料を支払うことに
より、直ちに本契約を解約することができる。
17 条：賃借人は、本契約の期間満了に伴い本契約を終了す
る場合、満了日から 1 か月前までに賃貸人に対し書面にて
申入れる。
　令和 3 年 8 月、X は Y に 9 月分の賃料・管理費（1 か月 
分）を支払った後、翌月 5 日に Y に対して、退去予定日を
同月 30 日として本契約を解約する旨の書面による申入れ
をし、同年 10 月 3 日に本物件を明け渡した。
　その後、X は Y に対して預託していた敷金の返還を求め 
たところ、Y は X に、本契約が法定更新されたことによる
更新料と室内・エアコン清掃費用に敷金は充当され、返還
すべきものはない旨を回答した。
　これに対して X は、同年 11 月、本契約は法定更新され
ておらず、更新料の支払い義務はない、本件清掃費特約の
うち室内清掃費用は不合理なものであり、エアコン清掃費
用については金額の明記もなく無効であるとして、10 月 5
日までの日割の賃料・管理費（計 2 万円余）を敷金から控除
した残額（14 万円余）の支払いを Y に求めて提訴した。
　令和 4 年 2 月、原審で X の請求を全て棄却する判決が言
い渡され、X が控訴した。

　裁判所は、次のとおり判示し、原判決を取消し、Xらの

請求の一部を認容した。
　（更新料を敷金から控除することの可否）
　Y は、本契約第 17 条に定められた本契約を更新しない
旨の通知を X がしていないため、本契約は法定更新された
旨を主張する。
　しかしながら本契約第 16 条で、契約期間中の解約につ
き、解約日の 1 か月前までに書面で申入れをするとしなが
ら、解約の申入れが予告期間に満たない場合には、賃借人
が 1 か月分の賃料及び管理費相当額の空室損料を支払うべ
き旨も定めている。また、これに基づく賃借人の解約権の
行使ができる期間も限定されておらず、X は、期間満了日
の 1 か月前の経過後でもこの解約権を行使することができ
ると解すべきで、X は、これに基づく解約申入れをしたも
のと認められる。
　Xは、退去予定日を本契約の期間満了日後としているが、
これは、契約期間満了日をもって本契約を解約することと
し、既に賃料を支払った期間につき、本物件の明渡しの猶
予を求めるものであると解され、Y は X の退去予定日に関
して特段の異議を述べていない。
　そうすると、本契約が更新されることなく終了すること
は明らかであり、X が Y に対して本件更新料特約に基づく
更新料支払債務を負うことはないというべきである。ただ
し、X は Y に対し、退去日までの空室損料として、2 万
余の支払債務を負う。
　（室内・エアコン清掃費用）
　X は、本件清掃費特約が無効である旨主張する。しかし
ながら、建物の賃借人に賃貸借において生ずる通常損耗に
ついての原状回復義務を負わせる特約は、賃借人が補修費
用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の
条項自体に具体的に明記されているか、賃貸人が口頭によ
り説明し、賃借人がその旨を明確に認識して、それを合意
の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確
に合意されている場合には有効となると解される。
　本件清掃費特約は、賃借人が補修費用を負担することに
なる通常損耗の範囲を契約書の条項自体に具体的に明記し
ていたということができる。なお、エアコン清掃費用は金
額を特定してはいないが、その対象を特定して計算方法（実
費精算）を明記していることに鑑みれば、金額が特定されて
いないことをもって、無効となるものではない。
　（結論）
　敷金から空室損料と室内・エアコン清掃費用（計 10 万円
余）を控除した 7 万円余について X の請求を認容する。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

13宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



14 宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



15宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



16 宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



17宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



18 宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



19宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



20 宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



21宅建しずおか　第 515 号（2026. 1）



次頁もご確認ください
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宇野 篤哉 会長 が「黄綬褒章」を受章

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 37 37 50 ― 124件
金額 44億8,372万円（土地₂、新築戸建98、中古戸建21、中古マンション₃）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 15 0 ― 15件

金額 5億3,590万円（土地₂、新築戸建₉、中古戸建₄）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 1 3 0 1 5件
金額 9,371万円（新築戸建₃、中古戸建₁、中古マンション₁）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 28 27 33 ― 88件
金額 30億3,514万円（新築戸建72、中古戸建11、中古マンション₅）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 9 0 ― 9件

金額 3億3,993万円（新築戸建₇、中古戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 0 0 1 1件
金額 2,615万円（中古戸建₁）

宅建ローン等の実績
▶2025年₉月（9/1〜9/30）

▶2025年10月（10/1〜10/31）

2025年₉月13日〜11月21日の新入会者・退会者　第₃回理事会（2025年11月26日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

土屋木材工業㈱ 土屋　将志 土屋　将志 414-0053 伊東市荻402-1 0557-48-7595 正会員 静岡県知事
（1）015031 東 部

㈱ドラゴンハウス 髙橋　龍児 髙橋　龍児 413-0102 熱海市下多賀897-7 大浜ビル102号室 0557-55-7441 正会員 静岡県知事
（1）015013 東 部

㈱ゼロ企画　三島支店 杉澤　昇悟 宇田川真子 411-0822 三島市松本300-10 055-939-8828 準会員 静岡県知事
（5）012448 東 部

㈱アンポンヨコハマ 本多　秀実 本多　秀実 410-0056 沼津市高島町6-11 055-916-9930 正会員 静岡県知事
（1）015020 東 部

ヤマカ㈱ 加藤　泰秀 加藤　佑輔 416-0953 富士市蓼原町1564 0545-60-0001 正会員 静岡県知事
（1）015022 東 部

駿河重機建設㈱ 栗山　勝訓 竹内　信子 421-3201 静岡市清水区蒲原東148-1 054-385-5165 正会員 静岡県知事
（1）015016 中 部

㈱ムラオカ 村岡　英生 城山　正清 420-0011 静岡市葵区安西5-103 054-271-5036 正会員 静岡県知事
（1）015019 中 部

U2JAPAN㈱　静岡葵店 種石　由紀 種石　由紀 420-0814 静岡市葵区長沼南7-20 054-294-7530 準会員 国土交通大臣
（1）010179 中 部

タマホーム㈱　掛川住宅公園店 尻無濵太郎 平岡　秀章 436-0053 掛川市弥生町233-2 掛川住宅公園内 0537-61-2550 準会員 国土交通大臣
（5）006857 西 部

㈱マルスギ 杉山　克幸 杉山　克幸 436-0086 掛川市宮脇2-17-5 0537-22-4696 正会員 静岡県知事
（1）015026 西 部

㈱アスニシア　浜松支店 赤堀　広之 赤堀　広之 430-0935 浜松市中央区伝馬町312-32 MIテラス3F 053-424-5095 準会員 国土交通大臣
（2）009107 西 部

カーボナードウェルスマネジメント㈱ 藤田　聰明 藤田　聰明 430-0947 浜松市中央区松城町201-57 053-568-3265 正会員 静岡県知事
（1）015028 西 部

ネルネ㈱ 若杉　良太 若杉　良太 433-8105 浜松市中央区三方原町392-9 053-401-1016 正会員 静岡県知事
（1）015011 西 部

㈱ライフデザインクリエイターズ
Room’s！不動産販売　浜松店 齋藤　孝宜 齋藤　孝宜 433-8123 浜松市中央区幸1丁目1-48 エルガーデン幸1F 053-401-7905 準会員 静岡県知事

（3）013508 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

（資）サンダイ商事

東 部

武田総合建設㈱

中 部

C-LIFE 中 部 横井住宅

㈱デグチホームズ　沼津店 ㈱デグチホームズ　広見店 ㈲成洋不動産

西 部

掛川市農業協同組合　組合員相談センター

㈱ザ・ゴールデン ㈱丸　忠 ㈲マルジン総建 木下事務所

タウンティア合同会社 中 部 ㈱CMオンデマンド・データ・システム 焼津アパート協会 日新不動産㈱

以上、新入会者14名、退会者16名、2025年11月21日現在の会員数は、2,632名
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令和７年10月 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
10月１日 藤　枝 学校訪問、試験運営説明会（静岡産業大学・藤枝）

２日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
〃　 藤　枝 試験運営説明会（グランシップ）
３日 本　部 第４回 会務運営協議会
４日 御殿場 たっけんカップ・少年サッカー大会
〃　 西伊豆 空き家ワンストップ相談会
５日 富　士 空き家ワンストップ相談会
７日 三　島 レディス部会 講演会 （受講者Web43人、来場35人）
８日 沼　津 取引士法定講習会 （受講者50人）
９日 三　重 中部地区連絡会 役員合同会議
14日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
15日 本　部 第２回 総務財政委員会
16日 本　部 正副会長会
19日 全　国 宅地建物取引士資格試験 （県内受験者5,115人）
20日 本　部 サポートセンター監査会、３支部長 打合せ会
21日 本　部 第３回 初級実務研修会 （受講者28人）
22日 本　部 開業支援セミナー、個別相談会
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
25日 富士宮･磐田 空き家ワンストップ相談会
27日 名古屋 中部圏流通機構 法務・指導委員会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談10件、電話相談240件）
Webシステムによる取引士法定講習（10月分） （受講者47名）

本部活動概要

令和７年11月 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
11月１日 御殿場 親善サッカー大会

４日 本　部 月例法律相談 （来館相談０件）
５日 静　岡 借上げ型応急住宅 供与手続き訓練
６日 静　岡 県国土利用計画審議会
８日 裾　野 身障者野球大会
〃　 藤枝･湖西 空き家ワンストップ相談会
９日 全　国 不動産コンサルティング技能試験 （県内受験者19名）
10日 本　部 サポートセンター 取締役会
13日 本　部 月例法律相談 （来館相談０件）
14日 静　岡 取引士法定講習会 （受講者57人）
15日 本部･牧之原 空き家ワンストップ相談会
17日 静　岡 暴追・銃器根絶 県民大会
18日 名古屋 中部圏流通機構 総務・財政委員会
19日 本　部 第３回 県指定講習会 （受講者32名）
〃　 〃 正副会長会
20日 石　川 能登半島地震 被災地視察、地域活性化委員会（〜21日）
〃　 本　部 会計帳票検査
25日 本　部 月例法律相談 （来館相談５件）
26日 本　部 第５回 会務運営協議会、第３回 理事会、臨時総会 （定款の一部変更）
28日 東　京 Retio講演会
29日 静　岡 くらしの無料合同相談会
〃　 〃 県麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動静岡大会
〃　 御殿場･森 空き家ワンストップ相談会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談７件、電話相談163件）
Webシステムによる取引士法定講習（11月分） （受講者56名）
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